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市からの連絡帳

定める程度の障害の状態にある場合
は２０歳未満）の母または養育者（母
または養育者が老齢福祉年金以外の
公的年金を受給できる場合は除く）。
□支給要件　①父母が離婚した児童
②父が死亡または生死不明の児童
③父に重度の障害がある児童 ④父
が１年以上拘禁中の児童 ⑤父に１
年以上遺棄されている児童 ⑥婚姻
によらないで生まれた児童（認知し
た父の扶養がある場合は除く）
※昭和６０年８月１日以降支給要件に
該当し、平成１５年４月１日現在５年
を経過している方は時効により手当
の請求をすることができません。
□支給制限　次の場合は該当しません。
①児童が父または母の死亡により遺
族年金などを受給できる場合  ②児
童が里親に委託されている場合や児
童福祉施設等に入所の場合  ③児童
が父と生計を同じくしている場合
④児童が母の配偶者（事実上の配偶
者含む）と生計を同じくしている場合
⑤請求者または児童が日本に住所が
ない場合
　事実上の配偶者とは、男性の住民
票が同住所にある場合や定期的な訪
問、生活費の補助などを受けている
場合を含みます。
□手当額　全部支給月額 ４１，７２０円、
一部支給月額 ４１，７１０円～９，８５０円
（所得に応じて１０円きざみ）
第２子は５，０００円、第３子以降１人
につき３，０００円の加算。
興特別児童扶養手当
　対 ２０歳未満の中・重度の障害（おお
むね愛の手帳１～３度程度、身体障
害者手帳１～３級、４級の下肢の一
部程度、およびこれらと同程度以上
の内部障害、または日常生活に著し
い制限を受ける状態の精神障害）の
ある児童を養育している父母または
養育者
※手帳がない場合、指定の診断書で
申請できます。
※児童が施設へ入所している場合、児

　問 武蔵野社会保険事務所
(札０４２２－５６－１４１１）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）

■市民課からのお知らせ
興土曜日窓口
　市民課では土曜日に、住民票や印
鑑証明の交付、転出・転入手続きな
どができる「サタデーサービス」を
行っています。基本的には次の予定
で行います。
　なお、取り扱いができない手続き
もありますので、事前にお問い合わ
せください。
　時 ・　場 
第１、３、５土曜日・保谷庁舎
第２、４土曜日・田無庁舎
午前９時～午後０時３０分
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

 子育て 

■児童手当・児童育成手当の　
現況届をお忘れなく！
　５月まで児童手当・児童育成手当
を受給されている方には、現況届の
用紙をお送りしますので、６月３０日
捷までに必ず子育て支援課へ提出し
てください。
　なお、届け出がないと６月分（１０
月期支払い）からの手当の支給が停
止されます。
※保谷庁舎総合窓口・出張所には、
専用の回収ポストがありますので、
記入や添付書類漏れに注意し、投函
してください。
※郵送提出可。お早めに投函を。
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■児童扶養手当・特別児童扶養
手当
興児童扶養手当
　対 国内に住所があり、次の支給要件
にあてはまる１８歳に達した日以後の
最初の３月３１日までの児童（政令の

■第１回動産公売
　市は、納税催告にもかかわらず市税の
滞納を続けている場合、滞納者所有の
財産を調査し、差し押さえなどの滞納処
分を積極的に実施しています。
　今回、市が差し押さえた動産（陶
器・絵画な

ど）をインターネット入札
（オークション）により公売（売却）
します。公売による売却代金は滞納
市税に充当されます。
興動産公売
□オークション参加申し込み期間
５月３０日晶～６月１２日昭
□オークション入札期間
６月１８日昌～２０日晶
□下見会
　時 ６月９日捷 午後２時～５時
　場 田無庁舎
※原則入札はどなたでも参加可。
※詳細は市　HP または納税課で。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３２）

 保険・年金・各種申請 

■７５歳以上で、被用者保険から
長寿医療制度（後期高齢者医療制
度）へ移行する方の被扶養者が　
国保に加入するとき
　健康保険組合などが発行する「資
格喪失証明書」を持参のうえ、健康
年金課で手続きをしてください。新
たに保険料を負担していただくこと
になりますが、６５歳～７４歳の被扶養
者の方は、申請により保険料が軽減
されます。あわせて手続きをお願い
します。
※「被用者保険」とは、政府管掌健
康保険・健康保険組合・共済組合な
どの社会保険のことです。国民健康保
険に加入されていた方は対象外です。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２２）

■納めすぎていた国民年金保
険料の返納
　平成１７年３月以前に、６０歳以降国
民年金に任意加入していた方で、満
額の老齢基礎年金を受給するために
必要な月数を超えて保険料を納付し
ていた場合、納めすぎた保険料をお
返しすることになりました。
　手続きは、社会保険事務所に「申
出書」と「国民年金保険料還付請求
書」を提出してください。
　なお、本人が亡くなっている場合
は、相続人でも手続きができます。
　問 武蔵野社会保険事務所
（札０４２２－５６－１４１１）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）

■年金記録確認地方第三者委
員会への申し立て
　年金記録の訂正に関し、公正な判断
を示すために年金記録確認東京地方
第三者委員会が設置されています。
　当委員会への申し立てにおいて
は、まず社会保険事務所で年金記録
を確認する必要があります。その結
果、社会保険事務所からの回答に異
議のある場合は、当委員会に審査の
申し立てをしてください。
　この申し立ては、最寄りの社会保
険事務所で受け付けています。
　詳細は武蔵野社会保険事務所または
総務省　HP  http://www.soumu.go.jpで。

 税 

■市民税・都民税（住民税）
納税通知書が届きます
　平成２０年度の市民税・都民税納税
通知書を６月５日昭に送付します。
　なお、次の方には送付しません。
①市民税・都民税をすべて給与天引
きで納めている方（特別徴収の方）
②市民税・都民税が課税されていない方
□平成２０年度非課税となる方
建平成２０年１月１日現在、生活保護
法によって生活扶助を受けている方
建平成１９年分の合計所得金額が１２５
万円以下の障害者・寡婦・寡夫・未
成年者（昭和６３年１月３日以降生ま
れ）の方
建平成１９年分の合計所得金額が下表
以下の方

※扶養人数とは控除対象配偶者と扶養親族
数を合計した人数です。

□軽減措置の廃止
　平成１７年１月１日現在６５歳以上の
方（昭和１５年１月２日以前生まれの
方）に適用されていた老年者非課税
措置廃止に伴い、平成１８年度は税額
の３分の２、平成１９年度は税額の３
分の１の軽減措置が、平成２０年度は
なくなりました。
□課税・非課税証明書の発行
　平成２０年度分の発行は６月５日昭
からです。
　証明書が発行できる方は、
① 申告された方 
② 支払先から給与や公的年金の支
払報告書などの提出があった方
③ ①または②の方の扶養親族とし
て申告書などに氏名の記載のある市
内在住の方
　①～③以外で申告のない方は、証
明書の発行までに約１か月かかりま
すので、未申告の方は早急に申告を。
◆市民税課 　田 （札４６０－９８２７）

■家屋調査（新築・増改築分）へ
ご協力を
　平成２０年中に新築・増改築された
家屋は、平成２１年度から固定資産税と
都市計画税の課税対象となります。
　対象となる家屋の評価額を算定す
るため、地方税法の規定に基づき、
資産税課職員（固定資産評価補助員）
がお伺いし、家屋調査を実施してい
ます。調査対象となる家屋は事前に
書面でお知らせします。
　また、家屋を取り壊したときは、
ご連絡ください。
　なお、職員は必ず身分証明書を携
帯していますが、不審の際には資産
税課までお問い合わせください。
◆資産税課 　田 （札４６０－９８３０）

住民税非課税限度額
合計所得金額扶養人数
　　３５０，０００円０　人
　　９１０，０００円１　人
　１，２６０，０００円２　人
   １，６１０，０００円３　人
　１，９６０，０００円４　人
１人増すごとに
３５０，０００円加算５人以上

　　　　　　　　　　　　　　所得から控除できる額 億億億億億億億億 （単位：円）

特別児童扶養手
当（本人・配偶
者など共通）

児童扶養手当

種　　別
受給者（養育者）
配偶者

扶養義務者
孤児などの養育者

受給者（母）

８０，０００８０，０００８０，０００社会保険料相当額
２７０，０００２７０，０００２７０，０００障害・勤労学生控除
４００，０００４００，０００４００，０００特別障害者控除
※２７０，０００２７０，００００寡婦（夫）控除
８０，０００８０，００００寡婦特別加算控除

控除相当額控除相当額控除相当額雑損・医療費・配偶者特別・小
規模企業共済等掛金控除
※配偶者は寡婦（夫）控除なし

 億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億 （単位：円）
特別児童扶養手当児童扶養手当

配偶者
扶養義務者本人

孤児等の養育者
配偶者

扶養義務者

本人

一部支給全部支給
６，２８７，０００４，５９６，０００２，３６０，０００１，９２０，０００　１９０，００００人
６，５３６，０００４，９７６，０００２，７４０，０００２，３００，０００　５７０，０００１人
６，７４９，０００５，３５６，０００３，１２０，０００２，６８０，０００　９５０，０００２人
６，９６２，０００５，７３６，０００３，５００，０００３，０６０，０００１，３３０，０００３人
１人増すごとに
加算２１３，０００１人増すごとに加算３８０，０００４人以上

老人扶養
６０，０００

（老人扶養のみ
は２人目から）

特定扶養
２５０，０００
老人扶養
１００，０００

老人扶養
６０，０００

（老人扶養のみ
は２人目から）

特定扶養　１５０，０００
老人扶養　１００，０００

１人に
つき加算

平成２０年度児童扶養手当・特別児童扶養手当所得制限限度額表
〈平成１９年中の所得・平成２０年８月分～平成２１年７月分手当に適応〉

　６月は、市都民税普通徴収第
１期の納期です。
　納付には、便利な口座振替を。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３１）


